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１. はじめに 

 EPO における当事者系手続としては、発行済特許に対する異議申立および異議決定不服審判

の各手続が設けられています。異議決定不服審判において特許維持の審決が下された場合、異議

申立人は、当該特許の有効性について、登録国の国内法の定める手続に従って更に争うことがで

きます。これに対し、異議決定不服審判において特許取消の審決が下された場合、特許権者が不

服を申立てる途は開かれていません。 

 

 EPO における特許異議申立手続において、当事者が新たな "document(s)"（ "late-filed 

submission(s)"）を証拠書類として提出することがあります。また、異議決定不服審判の手続に

おいて、異議申立手続中に提出されなかった"late-filed submission(s)"が提出されることもあり

ます。 

 

提出された"late-filed submission(s)"は、どのような場合に、証拠として採用することが許さ

れるのかについて、過去の審決は必ずしも首尾一貫したものであるとは言えない状況にあります。

このような状況下で、当事者にとって有用な解決策を示唆する審決が、最近、EPO 拡大審判部

によって下されました。このことについて、以下に、説明します。 
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